
１.（２）② 豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の
通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

○ 豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等
の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪
化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。【通知改正】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】

○ 現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護
等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、
やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。

上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等
により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を
算定すること。

概要

算定要件等
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